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Ⅰ 消費者行政の概要 

１ 消費者行政のあゆみ                            
年 度 内         容 
昭和42 年 

 

 

43 年 

 

44 年 

 

45 年 

 

46 年 

 

47 年 

48 年 

49 年 

50 年 

 

53 年 

54 年 

 

 

 

55 年 

 

59 年 

61 年 

平成元 年 

３ 年 

４ 年 

５ 年 

６ 年 

10 年 

11 年 

12 年 

 

13 年 

民生部経済課に商工観光係を設置 

習志野市消費生活モニター制度発足 

習志野市消費生活モニター設置要綱施行 

第１回習志野市みんなの消費生活展開催 

消費者保護基本法制定 

民生部産業課産業係に変更 

安売りの日対策協議会設置 

県委嘱による消費生活苦情相談窓口設置 

習志野市主婦の消費生活研究会発足 

産業交通課に課名変更 

消費生活モニターによる買物動向調査実施 

消費生活モニターによる小売価格調査実施（毎月） 

産業振興課産業振興係に変更 

習志野市主婦の消費生活研究会を習志野市消費生活研究会に変更 

産業振興課消費生活係に変更 

消費生活通信講座の開催 

民生部商工農政課流通対策係に変更 

習志野市消費生活センター設置 

習志野市消費生活センターの設置及び運営に関する要綱施行 

習志野市消費生活センターオープン記念講演会の開催 

市委嘱による消費生活苦情相談の開始 

県からの権限委譲事務により立入検査を実施（消費生活用製品安全法、家庭用 

品品質表示法、電気用品取締法） 

民生経済部商工振興課商工労政係に変更 

習志野市消費生活センター、サンロード津田沼ビル６階へ移転 

経済環境部商工振興課企画係に変更 

経済環境部商工振興課消費生活係に変更 

千葉県消費者情報オンラインネットワークシステムに加入 

計量器指導を県からの権限委譲事務により実施 

消費生活係が企画政策部まちづくり推進課へ移管 

千葉県消費者情報オンラインネットワークシステムの更新 

習志野市消費生活相談員設置基準内規施行 

地方自治法一部改正により消費生活用製品安全法､家庭用品品質表示法､電気 

用品取締法による立入検査を県条例による特例処理により、本市が実施 

消費者契約法、特定商取引法、電子契約法施行 

習志野市消費生活相談員設置基準内規の一部改正施行 

習志野市消費生活センターの設置及び運営に関する要綱の一部改正施行 

電気用品取締法から電気用品安全法に改称され施行、金融商品販売法施行 
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年 度  内         容 

14 年 

15 年 

 

 

16 年 

 

 

 

17 年 

 

 

18 年 

 

19 年 

20 年 

 

21 年 

 

 

 

 

 

23 年 

24 年 

 

 

 

 

26 年 

 

27 年 

28 年 

 

 

 

 

 

29 年 

千葉県消費者情報オンラインネットワークシステムの更新 

健康増進法施行、 

食品安全基本法施行 

習志野市消費生活モニター設置要綱の廃止 

消費税が総額表示に変更 

特定商取引法改正 行政規制の強化と民事ルールの整備 

消費者保護基本法を改正し消費者基本法として公布・施行 

消費生活センターが総務部生活安全室まちづくり推進課へ移管 

消費生活相談カード直接作成システム端末機の設置 

個人情報の保護に関する法律施行 

食育基本法成立、ＪＡＳ法改正 

千葉県消費者情報オンラインネットワークシステム更新 

改正貸金業規制法、出資法、利息制限法公布 

習志野市多重債務問題対策庁内連絡会設置要綱の施行 

長期使用製品安全表示制度が改定され４月１日施行 

特定商取引法、割賦販売法改正 （平成21年12月施行） 

消費者安全法施行 

消費者庁設立 

PIO-NET （全国消費生活情報ネットワーク・システム）２０１０起動 

習志野市消費生活センターの設置及び運営に関する要綱の改正 

習志野市消費生活相談員設置基準内規の廃止 

習志野市消費生活センター設置の公示  

「消費生活センター」を「消費生活係」に変更 

まちづくり推進課が市民経済部へ移管、「協働まちづくり課」に課名変更 

地域主権一括法により、ガス事業法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適

正化に関する法律に基づく立入検査の権限を県より委譲 

習志野市消費生活センターがサンロード津田沼ビル６階から４階に移転(９月) 

市民から持込まれる食品等に含まれる放射性物質の検査を実施 

習志野市消費生活センターの設置及び運営に関する要綱の改正 

相談窓口の強化の相談体制を充実（相談時間を９時３０分から１６時に変更） 

PIO-NET(全国消費生活情報ネットワーク・システム) ２０１５起動 

「習志野市消費生活センターの設置並びに組織及び運営に関する条例」及び施行

規則を制定（「習志野市消費生活センターの設置及び運営に関する要綱」を廃止）

相談窓口強化のため毎月の第２土曜日を開所 

習志野市消費生活センターを「協働経済部市民広聴課」の外部機関に位置づけ、

センター長を配置 

家庭用品品質表示法に基づく繊維製品品質表示規定の改正により洗濯表示変更 

改正消費者契約法施行（平成29年6月3日施行） 

改正特定商取引法施行（平成29年12月1日施行） 
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協働経済部 市民広聴課 

２．消費生活センター事業概要 

 消費生活センターでは、多様化する現代社会における消費生活上の諸問題や苦情・相談の斡 

旋に努め、消費者の被害を未然に防ぐため、各種啓発や情報の収集・提供を行い、市民の消費 

生活の向上を図っています。 

 

施設の概要 

（１）名 称  習志野市消費生活センター 

（２）所 在 地  習志野市津田沼５丁目１２番１２号 サンロード津田沼４階 

（昭和６１年にサンロードに移転） 

            電話 ０４７-４８９-５２３０  相談専用 ０４７-４５１-６９９９  

（３）開設年月日  昭和５４年９月１日（平成２８年４月１日条例により設置） 

（４）開 所 時 間  午前８時３０分から午後５時まで 

               （休所日：第２土曜日を除く土曜日、日曜日、祝日、年末年始） 

（５）相 談 日  平日及び第２土曜日(除く第２土曜日以外の土曜日、日曜日、祝日、年末年始） 

（６）相 談 時 間  午前９時３０分から午後４時まで 

 

３． 組織及び事務分掌 

組 織 平成２８年４月１日 機構改革によりセンターを機関として設置 

  

 

 

事務分掌 

・消費生活相談に関すること。 

・消費者問題に係る啓発に関すること。 

・計量器に関すること。 

・消費生活用製品安全法、家庭用品品質表示法、電気用品安全法、ガス事業法、液化石油 

ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に関すること。 

 

(案内図) 
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消費生活センター 

センター長（市民広聴課長兼務） 

主査以下 ３名 

消費生活相談員 ５名 

京成津田沼駅 

消費生活センター 

京成津田沼駅ビル 

サンロード津田沼4階 

至 上野 至 成田 

駅前ロータリー 

市役所 

至 ＪＲ津田沼駅 

千葉

銀行 

津田沼小  

 

 

 

 

 

千葉信

用金庫 
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Ⅱ消費者の権利の尊重と自立支援 

 

１ 消費者生活相談の概要 

平成２９年度の相談件数は１,１８７件となっています。 

その内容は、「苦情」1,088件（91.7％）、「問合せ」99件（8.3％）でした。 

契約当事者の内訳は、「男性」４２９件（36.2％）、「女性」７２２件（60.8％）、「不明」が３６件 

（3.0％）でした。 

また、契約当事者を年代別にみると「２０歳未満・２０歳代」１０９件（9.2％）「３０歳代」８５件 

(7.2%)、「４０歳代」１１９件(10.0％)、「５０歳代」１７１件(14.4％)、「６０歳代」２０３件（17.1％）、 

「７０歳代以上」３４５件(29.1％)、となっており、昨年と同様に中高年齢者からの相談が多くなっ 

ています。 

平成２６年度から平成３０年度までの相談受付件数  

                                                    (単位：件) 

                                                                          

契約当事者の性別・年代別件数  

                                                   （単位：件） 

  
平成 30年度 平成 29年度 

男 女 不明 計 男 女 不明 計 

20歳未満 15 10 1 26  2.2%  18  12  1  31  3.2% 

20歳代 48 33 2 83 7.0% 30  40  1  71  7.3% 

30歳代 36 49 0 85 7.2% 48  46  1  95  9.8% 

40歳代 49 70 0 119 10.0% 50  64  1  115  11.9% 

50歳代 40 131 0 171 14.4% 29  83  0  112  11.6% 

60歳代 57 146 0 203 17.1% 52  133  1  186  19.2% 

70歳以上 122 222 1 345 29.1% 95  127  2  224  23.2% 

その他・不明 62 61 32 155 13.0% 58  48  27  133  13.8% 

計 429  722  36  1,187 (100%) 380  553  34  967 (100%) 
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( )は年度の総件

数 

(993) (899) (989) (967) 

(1,187) 



商品・役務分類別件数 

１,１８７件の相談の内容は、「商品」に係る相談が６２２件（52.4％）、「商品関連役務」が１１１件 

（9.4％）、「役務」に係る相談が４２５件（35.8％）、他の相談が２９件(2.4％）でした。 

なお、相談内容の上位3位は、身に覚えのない架空請求はがきや電子マネー等商品一般の相談２

９６件（25.0％）、有料情報に係る不当・架空請求等の運輸・通信サービスに関する相談１９８件（16．

7％）、携帯電話やパソコン、書籍やスポーツ用品等教養娯楽品に係る相談７２件（6.1％）となってい

ます。 

（単位：件） 

商品大分類 30年度 29年度 商品大分類 30年度 29年度 

商品一般 296 162 管理・保管 2  0  

食料品 67 38 商品関連役務計 111 109   

住居品 48 36 役務一般 3 0  

光熱水品 11 16 金融・保険サービス 66 45  

被服品 40 22 運輸・通信サービス 198 218  

保健衛生品 38 19 教育サービス 6 7  

教養娯楽品 72 69 教養・娯楽サービス 35 33  

車両・乗り物 17 14 保健・福祉サービス 57 46  

土地・建物・設備 31 33 他の役務 40 41  

他の商品 2 1 内職・副業・ねずみ講 5 6  

商品計 622 410 他の行政サービス 15 12  

クリーニング 3 12 役務計 425 408 

レンタル・リース・

賃借 
51 57 その他の相談 29 40  

工事・建築・加工 21 21 
総件数 1,187 967 

修理・補修 34 19 
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相談内容別件数 （内容項目は複数集計） 

相談内容別総件数の１,９０５件のうち、相談内容別に分類すると「契約・解約」に関するものが一 

番多く ８６０件(45.1％)、ついで「販売方法」に関するものが ４６３件(24.3％)、「接客対応」に関する

ものが１３１件(6.9％)「品質・機能・役務品質」に関するものが１２９件(6.8％)の順でした。 

 （単位：件） 

内容別分類 ３０年度 ２９年度 

 安全・衛生 ４９ (２．６％) ４８  (２．９％) 

 品質・機能・役務品質 １２９ (６．８％) １１０ (６．８％) 

 法規・基準 １３ (０．７％) １３  (０．８％) 

 価格・料金 １１５ (６．０％) １４９  (９．２％) 

 計量・量目 ０ (０．０％) ０  (０．０％) 

 表示・広告 １０５ (５．５％) ７４  (４．５％) 

 販売方法 ４６３ (２４．３％) ４３７  (２６．８％) 

 契約・解約 ８６０ (４５．１％) ６２９ (３８．６％) 

 接客対応 １３１ (６．９％) １３７ (８．４％) 

 包装・容器 ０ (０．０％) １  (０．１％) 

 施設・設備 １ (０．１％) １  (０．１％) 

 買物相談 １２ (０．６％) ７  (０．４％) 

生活知識 ９ (０．５％) ３ (０．２％) 

その他 １８ (０．９％) １９  (１．２％) 

 総件数 １,９０５ (１００％) １,６２８    (１００％) 
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２ クーリング・オフガイド 
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（４）クーリング・オフの方法 

 ●その契約を解除したい旨を 

 ●クーリング・オフ期間内に 

 ●書面（内容証明郵便等送付記録が残る郵便）で販売会社に申し出ます（訪問購入の場合は購入会社）。 

 ●クレジット契約を結んでいる場合は、クレジット会社にも必ず同時に出しておきます。 

 ●送ったことを証拠で残しておきます。（ハガキは両面コピーし、送付書等と合わせて保管） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）クーリング・オフすると 

 契約は無条件解除となります。 

 ●支払った代金は全額返金され、違約金などの請求はされません。 

 ●商品などを受け取っている場合は、送料は販売会社の負担で引き取ってもらえます。 

●工事等で建物が元の状態と変わってしまっている時は、無料で元の状態に戻すよう請求できます。 

 ※クーリング・オフができない場合 

 ○3,000円未満の現金取引 

 ○特定商取引法で指定されている消耗品で、契約書にもその旨明記されている商品を消費した場合。 

   また、適用除外とされている商品サービス。（乗用車など） 

 

（６）クーリング・オフ逃れに注意 

  クーリング・オフを申し出たところ「理由が無ければ無理」「期間を過ぎてからハガキが着いたので無効」「使ってしま

ったものは返せない」などのクーリング・オフ逃れがあります。気をつけましょう。 

 ●クーリング・オフに理由は必要ありません。 

 ●クーリング・オフの成立日は、書面を出した日です。相手への到着日ではありません。 

 ●使用したものでも鍋、布団、下着など消耗品に指定されていない商品は使用料などを請求されることなくクーリン

グ・オフできます。 

●電話で申し出ると「担当者がいないので受けられない」「説明したい」等とクーリング・オフを阻止される事があります。

クーリング・オフは、書面で行いましょう。 

このように事業者が嘘を言ったり、おどしたりして、クーリング・オフを妨害し、それにより誤解してクーリング・オフで

きなかった場合は、期間が過ぎてもクーリング・オフ扱いができるケースもあります。 
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月
〇
日 

商
品
名 

 
 

 
 

〇
〇
〇
〇 

契
約
金
額 

 

〇
〇
〇
〇
円 

販
売
会
社
名 

 

〇
〇
株
式
会
社
○
営
業
所 

担
当
者 

〇
〇
氏 

右
記
日
付
の
契
約
は
解
除
し
ま
す
。
な
お
、
支
払

済
の
〇
〇
円
を
返
金
し
、
商
品
を
引
き
取
っ
て
下
さ

い
。 

平
成
〇
年
〇
月
〇
日 

〇
〇
市
〇
区
〇
町
〇
丁
目
〇
番
地 

氏
名
〇
〇
〇
〇 

  

 
 

 - 

（クレジット契約をしていない場合） 

 

 
あて名 

あて名 

（クレジット契約をしている場合） 

契
約
解
除
通
知
書 

契
約
年
月
日 

 

平
成
〇
年
〇
月
〇
日 

商
品
名 

 
 

 
 

〇
〇
〇
〇 

契
約
金
額 

 

〇
〇
〇
〇
円 

販
売
会
社
名 

 

〇
〇
株
式
会
社
○
営
業
所 

ク
レ
ジ
ッ
ト
会
社 

 

○
○
株
式
会
社 

 

右
記
日
付
の
契
約
は
解
除
し
ま
す
。 

 

平
成
〇
年
〇
月
〇
日 

〇
〇
市
〇
区
〇
町
〇
丁
目
〇
番
地 

氏
名
〇
〇
〇
〇 

  



３ 内容証明郵便について 
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４ 未成年者契約の取消し 

 

特定商取引法でクーリング･オフができなくても民法等の法律や、約款・業界の自主基準等によっ

て契約の取り消しや解約ができる場合もあります。 

 たとえば未成年者（20歳未満）が契約する場合は親権者(父親、母親)の同意が必要です。同意な

く未成年者が契約した時は本人や親権者が取り消すことができます。取り消された場合、原則とし

て既に商品を受け取っていたときはそのまま返品し、代金を支払っていれば返金してもらうことがで

きます。取り消しの通知は内容証明郵便等で行います。 

 

☆未成年者契約の取消し通知の書き方 

●未成年者本人が出す場合(※印は代金を支払い商品を受け取った場合) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●未成年者が行った契約を親権者が取り消す場合 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しかし、次のような場合などは取り消しができませんので注意してください。 

 ①未成年者が相手に対し、自分は成年であると信じ込ませた場合 

 ②親から自由に使うことを許されている金額の範囲内の場合（小遣いなど） 

 ③未成年者の時に契約をして、成年になってからも代金の支払いを続けた場合 

 ④両親が代金を支払ったり、商品を渡すよう請求した場合 

 ⑤法律上の結婚をした場合 
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取 

消 

通 

知 

  

平
成
〇
年
〇
月
〇
日
、
貴
社
セ
ー
ル
ス
マ
ン

〇
〇
氏
と
締
結
し
ま
し
た
「
〇
〇
〇
（
商
品

名
）
」
（
価
格
〇
〇
円
）
の
購
入
契
約
は
、
未
成

年
者
の
私
が
親
の
同
意
な
し
で
行
っ
た
も
の

で
あ
り
、
取
り
消
し
ま
す
。 

 

※
つ
き
ま
し
て
は
、
当
該
契
約
に
際
し
て
支

払
い
ま
し
た
金
〇
〇
円
は
、
直
ち
に
〇
〇
銀

行
〇
〇
支
店
普
通
預
金
口
座
〇
〇
〇
号
に
振

り
込
ん
で
く
だ
さ
い
。 

 

な
お
、
商
品
は
早
急
に
お
引
き
取
り
下
さ

い
。 

 

平
成
〇
年
〇
月
〇
日 

 

習
志
野
市
津
田
沼
五
丁
目
十
二
番
十
二
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

習
志
野
花
子 

 

〇
〇
県
〇
〇
市
〇
〇
町
〇
〇
番
地 

 
 

〇
〇
〇
株
式
会
社 

 
 

 

代
表
者 

〇
〇
〇
〇 

様 

取 

消 

通 

知 

  

平
成
〇
年
〇
月
〇
日
、
貴
社
セ
ー
ル
ス
マ
ン

〇
〇
氏
と
、
私
の
子
供
〇
〇
〇
と
の
間
で
締
結

さ
れ
た
「
〇
〇
〇
（
商
品
名
）
」
（
価
格
〇
〇
円
）

の
購
入
契
約
は
、
未
成
年
者
が
親
の
同
意
を

得
ず
に
行
っ
た
行
為
で
あ
り
、
親
権
者
と
し
て

取
り
消
し
ま
す
。
本
人
も
取
り
消
し
を
望
ん
で

お
り
、
も
ち
ろ
ん
支
払
い
能
力
も
あ
り
ま
せ

ん
。 

 

※
つ
き
ま
し
て
は
、
当
該
契
約
に
際
し
て
支

払
い
ま
し
た
金
〇
〇
円
は
、
直
ち
に
〇
〇
銀
行

〇
〇
支
店
普
通
預
金
口
座
〇
〇
〇
号
に
振
り

込
ん
で
く
だ
さ
い
。 

 

な
お
、
商
品
は
早
急
に
お
引
き
取
り
下
さ

い
。 

 

平
成
〇
年
〇
月
〇
日 

 

習
志
野
市
津
田
沼
五
丁
目
十
二
番
十
二
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

習
志
野
太
郎 

 

〇
〇
県
〇
〇
市
〇
〇
町
〇
〇
番
地 

 
 

〇
〇
〇
株
式
会
社 

 
 

 

代
表
者 

〇
〇
〇
〇 

様 



５ 家庭用品品質表示法等による立入検査 
 

 家庭用品品質表示法、消費生活用製品安全法、電気用品安全法に基づき、消費者が買物をするとき

に役立つよう適正な品質表示がされているか、店頭での立入検査を行っています。 

 

平成３０年度立ち入り結果 
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検査項目 検査品目 店舗数 

調査品目 

検査要件 検査結果 

消費生活用製品

安全法第 41条第

１項又は第2項に

基づく立入検査 

・家庭用圧力がま、家庭用 

圧力なべ 

・石油ストーブ 

・乗車用ヘルメット 

・携帯用レーザー応用装置 

・乳幼児用ベッド 

・ライター 

・登山ロープ 

１１店舗 

対象品目 

１０品目 

検査品目 

７品目 

特定製品に対するPSマー

クの有無と表示が適正に

なされているか。 

 

 

違法件数 

０件 

家庭用品品質表

示法第 19 条第 3

項に基づく立入

検査 

＜繊維製品＞ 22品目 

コート、ズボン、スカート他 

＜合成樹脂加工品＞6品目 

たらい・バケツ・洗面器及び

浴室用の器具、食事用・食

卓用又は台所用の器具他 

＜電気機械器具＞13品目 

電気毛布、炊飯ジャー、電

子レンジ、電気パネルヒー

ター、コーヒー沸器他 

＜雑貨工業品＞15品目 

洋傘、ティッシュペーパー及

びトイレットペーパー、アル

ミホイル、魔法瓶、鍋、衣料

用・台所用又は住宅用の漂

白剤、浄水器、塗料、障子

紙他 

１５店舗 

５６品目 

品質表示が適正に表示さ

れているか。店舗側の表

示に対する意識等は正し

いかどうか。 

違法件数 

０件 

電気用品安全法

第 46条第 1項に

基づく立入検査 

・直流電源装置 

・蛍光ランプ 

・LED ランプ 

・電子レンジ 

・電気冷蔵庫 

・空気清浄機 

・電気アイロン 

・電気掃除機 

・毛髪乾燥機 

・扇風機 

１１店舗 

１０品目 

電気用品に対するＰＳＥマ

ークの表示と長期使用製

品安全表示の有無が適正

になされているか。 

 

 

 

違法件数 

０件 



６ 多重債務問題対策 
 

国は、我が国の消費者金融の利用者は、少なくとも 1,400 万人、多重債務者は 200 万人を超えると

指摘し、これらの多重債務者を救済するために、多重債務問題改善プログラムを策定し、国、都道府県、

市町村が取り組むべき施策、役割を明確にしました。これを受け、千葉県では「千葉県多重債務問題対

策本部」を設置し対策の強化を図っています。 

習志野市においても、平成１９年度に「習志野市多重債務問題対策庁内連絡会」を設置し、各関係部

署間の連携を密にし、多重債務者の掘り起こし、相談窓口への誘導等の取り組みを行っています。また、

平成２１年９月より「司法書士による債務相談（多重債務相談専用）」窓口を設置し、予約なしでの相談

を受けています。( 平成２４年度より名称を「司法書士による登記・後見・債務相談」に変更しました。) 

平成２４年度からの新たな取組みとして、千葉県弁護士会と「クレジットサラ金相談の団体配点名簿

の配布にあたっての協定書」を締結し、相談員が速やかに且つ直接弁護士に相談予約ができるように

なりました。 

 

○習志野市多重債務問題対策庁内連絡会 （平成２０年 ２月 ７日設置） 

＜構成員＞ 

市民広聴課長（消費生活センター長兼務）、税制課長、国保年金課長、介護保険課長、 

健康支援課長、高齢者支援課長、生活相談課長、障がい福祉課長、住宅課長、 

こども保育課長、子育て支援課長、学校教育課長、社会福祉協議会地域福祉課長 

＜会議開催＞ 

平成１９年度 第 1 回会議 （平成 20 年 2月） ・庁内連絡会立ち上げ ・多重債務の現状 

           第 2 回会議 （平成 20 年 3月） ・具体的対策について 

平成２０年度 第 1 回会議 （平成 20 年 7月） ・相談件数及び概要について、千葉県の動向 

・相談員による講義 

平成２１年度 第 1 回会議 （平成 21 年 7月） ・調停制度について 

平成２２年度 第 1 回会議 （平成 22 年 6月） ・平成２１年度の相談実績報告等について 

                                 ・相談員による消費生活講座 

平成２３年度 第 1 回会議 （平成 23 年 9月） ・平成２２年度の相談実績報告等について 

                                 ・相談員による消費生活講座 

平成２４年度 第 1 回会議 （平成 24 年 9月） ・平成２３年度の相談実績報告等について 

                                 ・弁護士による講義・意見交換会 

                                   ～多重債務問題の現状と連携の必要性～ 

平成２５年度～平成３０年度 庁内連絡会の開催なし 

  

★多重債務は解決できます。ひとりで悩まず相談しましょう。 

○消費生活相談   

電話相談及び来所相談（受付 15:30 まで） 

月曜日～金曜日及び第２土曜日  

（土曜日（第２土曜日を除く）、日曜日、祝日、年末年始を除く） 

TEL 047-451-6999  9 ： 30 ～ 16 ： 00 

○司法書士による登記・後見・債務相談（多重債務相談） 

  予約不要 

日 時 ：  毎月第１木曜日・午前 10 時から正午・午後 1 時～午後 2 時 30 分（祝日は休） 

場 所 ：  市庁舎分室（サンロード津田沼 6 階） 市民相談室 

受 付 ：  午前 10 時から午後 2 時 

 

-12- 



Ⅲ 消費者啓発 

 

 消費者が自主性をもって、健全で合理的な消費生活を営むことができるよう、各種啓発を行っていま

す。 

１ 啓発用パネル展示、パンフレットの配布・ミニ消費生活展 

（1） 相談窓口、消費生活展等において啓発用パンフレット、冊子の配布及びパネルの展示を行って 

います。 

（2） ミニ消費生活展 

５月の消費者月間にあわせ、習志野市ミニ消費生活展を消費者団体と共催で開催しました。 

テーマ:  STOP ザ 環境汚染！ 減らそう 「プラごみ」 「食品ロス」 ！ 

日   時： 平成３０年５月３１日（木） 午前１０時から午後３時 

場   所：習志野市役所本庁舎 GF (グランドフロア) 

参加団体：習志野市消費生活研究会・高齢者相談センター・フードバンクちば・消費生活センター 

主   催： 習志野市・習志野市消費生活研究会 

 

２ 広報紙等掲載による啓発 

 （1） 「消費生活メモ」毎月１５日に広報習志野と習志野市ホームページに掲載し、悪質商法や消費 

者問題の解決等の暮らしの情報を提供しています。 

 

掲載日 掲載テーマ 

平成 30年 5月 15日号 「消費料金に関する訴訟最終報告のお知らせ」はがきに注意 

7月 15日号 「お試し」のつもりが定期購入に！ 

9月 15日号 クレジットカードが悪用されないために 

11月 15日号 「インターネットの料金が安くなる」と電話で勧誘 

1月 15日号 上手な引っ越しをするために 

3月 15日号 賃貸住宅の退去時のトラブルに気を付けて 
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３ まちづくり出前講座等 

消費者が悪質商法にあわないための啓発講座を、消費生活相談員が講師として開催しました。 

開催日 詳細 対象者 
参加 

人数 

4月 6日 
消費者トラブル対策/契約とクーリングオフ／若者に

多い問題商法／被害にあわないために 

日本大学生産工学部 学

生 
672人 

5月 8日 

消費者教育の担い手講座 

最近の消費生活における問題等／消費者生活セン

ターと消費者団体との連携／高齢者に多い消費者問

題／被害にあわないためには 

習志野市消費生活研究会 

市内企業・団体・事業者の

職員対象 

12人 

7月 19日 

消費者教育の担い手講座 

消費者トラブル対策ワークブック/契約とクーリングオ

フ／若者に多い問題商法／被害にあわないために 

市民カレッジ 受講生 32人 

10月 29日 

12月 12日 

消費者トラブル対策/契約とクーリングオフ／若者に

多い問題商法／被害にあわないために 

高校生とのコラボ企画 

実籾高校 １年生 48人 

10月 30日 

消費者教育の担い手講座 

消費者トラブル対策ワークブック/契約とクーリングオ

フ／若者に多い問題商法／被害にあわないために 

新規採用職員 50人 

11月 10日 

高齢者の消費者トラブル/契約の基礎/クーリングオ

フ/クレジットカード・プリペイドカードの仕組み/架空

請求はがき 

谷津公民館 サークル連絡

協議会（公民館の各サーク

ル代表者） 

70人 

3月 16日 
最近の被害例と対処法/架空請求・不正請求/多重

債務/その他 
ふれあいクラブ会員（団地） 9人 

計                 893人 

 

消費者教育 

 

開催日 詳細 対象者 
参加 

人数 

1月 10日 

卒業前に消費者力を身につけよう 

消費生活センターとは/契約とは/クーリング

オフ/インターネット契約/クレジットカード/

その他 

県立実籾高校 

３年生(任意) 
12人 

1月 30日 

2 月 1日 

 

卒業前に消費者力を身につけよう 

消費生活センターとは/契約とは/クーリング

オフ/インターネット契約/クレジットカード/

その他 

県立実籾高校 

２年生(全員) 
358人 

 

※ 実籾高等学校から文部省事業に係る消費者教育「実社会との接点を重視した課題解決型学習プログ 

ラムに係る実践研究」の一環として、２年生を対象とした消費者教育の授業を実施することとなった。 
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４ 習志野市みんなの消費生活展 

消費生活の向上をはかるため、消費者自らの参加を得て、パネルの展示、実物展示、実演等、消

費生活に関する展示会を開催し、暮らしの見直し、生活の工夫、知恵などの正しい知識と情報を提供

して、安全で安心した消費生活をおくることができる社会の実現を目的として開催しています。 

 

 〇第５０回 習志野市みんなの消費生活展 

テーマ： 楽しく学んで知って得するくらしのヒント 

期 間 ： 平成３０年２月２３日（土）・２４日（日） 

場 所 ： イオンモール津田沼 1階特設会場（さくら公園側） 

来場者： ７，３６４人 

共 催 ： 習志野市みんなの消費生活展実行委員会・習志野市 

 

 〇出展団体及びテーマ 
団    体    名 テ  ー  マ  等 

習志野市消費生活研究会 生命につなぐ未来 私達はつくれるか 

健康生活ネットワーク 生命力は“食”から 

生活協同組合コープみらい おいしく食べて想いつながる 

生活協同組合パルシステム千葉 “選ぶ”で変わる子どもたちの未来‼ 

(一財)関東電気保安協会千葉事業本部 電気の安全とエネルギー 

千葉県行政書士会葛南支部 「あなたの街の法律家」による生活支援 

習志野市薬剤師会 お薬相談・セルフメディケーション 

千葉工業大学社会システム科学部 防ごう 子どもの製品事故 

津田沼中央総合病院 看護相談・がん相談・リハビリテーションコーナー 

習志野市高齢者相談センター 介護や高齢者福祉の相談窓口 

習志野市企業局 ガス・水道コーナー 

クリーセンタークリーン推進課 再製品展示 

消費生活センター 消費生活のあれこれ 

 
Ⅳ 災害対応事業 
 
１．市民が持込む食品等放射性物質検査（平成２４年１１月から開始） 

食の安全・安心の確保のため、市民から持込まれた食品等に含まれる放射性物質検査を実施し、 

検査結果をホームページに公開しました。平成２７年度から少ない量の検体でもセシウムの検出が 

できる精密機器に変更して実施しています。 

使用する検査機器：ゲルマニウム半導体検出器 

検査実績（平成３０年４月～平成３１年３月） １検体 

持ち込まれた食品の基準値の１００ベクレルをしたまわりました。 

 

Ⅴ 計量器定期検査 

適正な計量の実施を確保するため、計量法第１９条に基づき、事務所・商店・医院・学校等で営業

用や証明用に使用されている計量器は、２年に 1回定期検査を受けなければなりません。検査は、千

葉県計量検定所に協力して、検査場所を指定し、持込みにより行う集合検査と、容量が大きいなどの

理由で、計量器の置かれている事業所で行う所在場所検査に分けて実施しています。 平成３０年度

は該当年ではないことから実施せず。 
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Ⅵ 資料 
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消費生活相談 

 

商品やサービスの苦情・問合せ、契約をめぐるトラブルについてお気軽にご相談ください。 

相談員が皆さんと共に考え、解決のためのお手伝いをします。 

ご相談は、主に電話でお受けしていますので、何か問題のある時は早めにご連絡ください。 

 

・相 談 日  月曜日から金曜日及び第２土曜日（祝日・年末年始除く） 

         午前９時３０分から午後４時まで 

・相 談 員  消費生活相談員 

・相談場所  習志野市消費生活センター 

         習志野市津田沼５－１２－１２  

サンロード津田沼４階 

         TEL ０４７（４５１）６９９９（相談専用） 

 

 

 

 

☆まちづくり出前講座 

 

 消費生活相談員があなたの町会・サークル・事務所・学校等に出向き、悪質商法の被害を未然に 

防ぎ、かしこい消費者になるための講座を開きます。 

 

 ・講座内容   最近の被害例と対処法（一般・高齢者・若者向） 

           悪質商法、架空・不当請求、敷金返金、多重債務など 

 ・時   間   市役所開所日の午前１０時から午後４時までの時間帯で、原則１回２時間以内 

 ・場   所   会場は申込者が確保してください 

 ・費   用   講師の派遣に要する経費等については無料です 

 ・問 合 せ   習志野市消費生活センター 

           電話 ０４７（４８９）５２３０ 
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こちらは消費生活

センターです。 

どうしましたか 



 

 


